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戸田市教育委員会 



第２回教育委員会（定例会）次第 
１ 開会 

２ 前回の会議録の承認 

３ 教育委員提案  別添 資料№１のとおり 

４ 報告事項  別添 資料№２のとおり 

５ 議事                                      ページ 

（１）専決処理事項の報告 

報告第１号 令和４年度特別支援学級設置計画について････････････････････････････････１ 

（２）議案 

議案第８号 申請書等における性別欄の見直しに伴う教育委員会規則の整備に関する規則（案）

について･･････････････････････････････････････････････････････････････３ 

議案第９号 戸田市立小・中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則（案）について 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････１６ 

議案第１０号 戸田市立小・中学校安全衛生管理規程の一部を改正する訓令（案）について 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････２３ 

議案第１１号 戸田市教育委員会表彰について･･････････････････････････････････････２５ 

議案第１２号 第２次戸田市図書館ビジョンの策定について･･････････････････････････３９ 

議案第１３号 戸田市郷土博物館ビジョンの策定について････････････････････････････４１ 

議案第１４号 令和４年度当初戸田市立小・中学校教職員の人事異動（案）について  

･･･････････････････････････････････････････････････････････当日配付 

議案第１５号 令和４年度当初戸田市立小・中学校管理職の人事異動（案）について  

･･･････････････････････････････････････････････････････････当日配付 

６ その他 

（１）次回の教育委員会の日程（案） 

令和４年３月１７日（木）午前９時３０分～ 

（２）その他 

７ 閉  会 



   申請書等における性別欄の見直しに伴う教育委員会規則の整備に関する

規則（案） 

 （戸田市奨学資金条例施行規則の一部改正） 

第１条 戸田市奨学資金条例施行規則（昭和５７年教育委員会規則第１号）の

一部を次のように改正する。 

  第１号様式を別記のように改める。 

（戸田市入学準備金貸付条例施行規則の一部改正） 

第２条 戸田市入学準備金貸付条例施行規則（昭和４３年教育委員会規則第１

号）の一部を次のように改正する。 

  第１号様式を別記のように改める。 

 （戸田市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償

に関する条例施行規則の一部改正） 

第３条 戸田市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害

補償に関する条例施行規則（平成１４年教育委員会規則第９号）の一部を次

のように改正する。 

  第１号様式及び第３号様式から第１２号様式までを別記のように改める。 

 （戸田市立図書館条例施行規則の一部改正） 

第４条 戸田市立図書館条例施行規則（平成３０年教育委員会規則第４号）の

一部を次のように改正する。 

  第１号様式を別記のように改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に印刷されている改正前の様式については、当分

の間、取り繕って使用することができるものとする。 
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申請書等における性別欄の見直しに伴う教育委員会規則の整備に関する規則（案） 
 
 

 

戸田市奨学資金条例施行規則（第１条関係）新旧対照表 

改正前 改正後(案） 

本則 （略） 本則 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

様式 （略） 様式 （略） ※第１号様式の改正 
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戸田市奨学資金条例施行規則（第１条関係）新旧対照表 

改正前 改正後(案） 
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戸田市入学準備金貸付条例施行規則（第２条関係）新旧対照表 

改正前 改正後(案） 

本則 （略） 本則 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

様式 （略） 様式 （略） ※第１号様式の改正 
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戸田市入学準備金貸付条例施行規則（第２条関係）新旧対照表 

改正前 改正後(案） 
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戸田市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則（第３条関係）新旧対照表 

改正前 改正後(案） 

本則 （略） 本則 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

様式 （略） 様式 （略） ※第１号様式及び第３号様式から第１２号様式までの改正 
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戸田市立図書館条例施行規則（第４条関係）新旧対照表 

改正前 改正後(案） 

本則 （略） 本則 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

 附 則 

  （施行期日） 

 １ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２ この規則の施行の際、現に印刷されている改正前の様式につ

いては、当分の間、取り繕って使用することができるものとす

る。 

様式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式  
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戸田市立小・中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則（案） 

戸田市立小・中学校通学区域に関する規則（平成２７年教育委員会規則第１

０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「学校」を「小学校又は中学校」に改め、同項に次のただし書

を加える。 

ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、当該許可

基準によらないことができる。 

第４条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、当該許可

基準によらないことができる。 

別表第３中「許可期間」の次に「（最長）」を加え、同表学年途中の転居の項

中「学年毎更新可能」を「更新不可」に、「教育通知」を「校長面談終了書及

び建築確認書（写）、売買契約書（写）又は賃貸借契約書（写）」に改め、同

表転居の予定の項中「自宅」を「新たに指定校以外の学校に就学をすることと

なる日からおおむね６か月以内に自宅」に改め、「ない」の次に「と学校が認

めた」を加え、同表両親共働き家庭（ひとり親家庭を含む。）の項中「両親共

働き家庭（ひとり親家庭を含む。）」を「留守家庭」に、「両親共働き等」を

「両親共働き等（ひとり親の就業を含む。）」に改め、「で、」の次に「戸田

市在住の」を加え、「事由の存する期間（学年毎更新可能）」を「学年末ま

で」に、「両親で」を「両親（ひとり親を含む。）が戸田市内（自宅を除

く。）で」に、「店等」を「自宅を留守にする家庭で、その商店等」に改め、

同表兄弟同一校の項及びその他の項を削る。 

別表第４中「許可期間」の次に「（最長）」を加え、同表学年途中の転出の項

中「教育通知」を「校長面談終了書及び建築確認書（写）、売買契約書（写）

又は賃貸借契約書（写）」に改め、同表転入の予定の項中「自宅」を「新たに

指定校以外の学校に就学をすることとなる日からおおむね６か月以内に自宅」

に改め、「ない」の次に「と学校が認めた」を加え、「（年度内）」を削り、同

表両親共働き家庭（ひとり親家庭を含む。）の項中「両親共働き家庭（ひとり

親家庭を含む。）」を「留守家庭」に、「両親共働き等」を「両親共働き等

（ひとり親の就業を含む。）」に改め、「で、」の次に「戸田市在住の」を加

え、「事由の存する期間（学年毎更新可能）」を「学年末まで」に、「両親

で」を「両親（ひとり親を含む。）が戸田市内（自宅を除く。）で」に、「店

16
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等」を「自宅を留守にする家庭で、その商店等」に改め、同表その他の項中

「その他」を「避難者」に、「その他特別の事情がある」を「災害等による避難

をしている」に改める。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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戸田市立小・中学校通学区域に関する規則新旧対照表 

改正前 改正後(案） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（指定校変更等） （指定校変更等） 

第２条 指定校変更（学齢児童及び学齢生徒（以下「児童生徒」

という。）が、戸田市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）の許可を得て、その住所地の指定校以外の学校に就学す

ることをいう。）の許可基準は、別表第３のとおりとする。 

第２条 指定校変更（学齢児童及び学齢生徒（以下「児童生徒」

という。）が、戸田市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）の許可を得て、その住所地の指定校以外の小学校又は中

学校に就学することをいう。）の許可基準は、別表第３のとお

りとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認

めるときは、当該許可基準によらないことができる。 

２ （略） ２ （略） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

（区域外就学） （区域外就学） 

第４条 区域外就学（戸田市以外の市区町村に住所を有する児童

生徒が、教育委員会の許可を得て、小学校又は中学校に就学す

ることをいう。）の許可基準は、別表第４のとおりとする。 

第４条 区域外就学（戸田市以外の市区町村に住所を有する児童

生徒が、教育委員会の許可を得て、小学校又は中学校に就学す

ることをいう。）の許可基準は、別表第４のとおりとする。た

だし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、

当該許可基準によらないことができる。 

２ （略） ２ （略） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

 附 則 

  この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略） 

1
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改正前 改正後(案） 

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係） 

該当事由 対象学

年 

許可基準 許可期間 添付書類 

学年途中

の転居 

小学校 

１～４

年 

学年途中で転居し、

通学に支障がない場

合 

学年末ま

で（学年

毎更新可

能） 

教育通知 

小学校 

５・６

年 

卒業まで 

中学校 卒業まで 

全学年  

転居の予

定 

小学校 

中学校 

全学年 

自宅の新築若しくは

改築又はマンション

若しくはアパートの

入居等による転居予

定があり、通学に支

障がない場合 

入居予定

日まで

（年度

内） 

 

建築確認書

（写）、売買

契約書（写）

又は賃貸借契

約書（写） 

     

 

 

 

該当事由 対象学

年 

許可基準 許可期間

（最長） 

添付書類 

学年途中

の転居 

小学校 

１～４

年 

 

学年途中で転居し、

通学に支障がない場

合 

学年末ま

で 

校長面談終了

書及び建築確

認書（写）、

売買契約書

（写）又は賃

貸借契約書

（写） 

小学校 

５・６

年 

卒業まで 

中学校 卒業まで 

全学年  

転居の予

定 

小学校 

中学校 

全学年 

新たに指定校以外の

学校に就学をするこ

ととなる日からおお

むね６か月以内に自

宅の新築若しくは改

築又はマンション若

しくはアパートの入

居等による転居予定

があり、通学に支障

がないと学校が認め

た場合 

入居予定

日まで 

建築確認書

（写）、売買

契約書（写）

又は賃貸借契

約書（写） 

留守家庭 小学校 両親共働き等（ひと 学年末ま勤務証明書及

1
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改正前 改正後(案） 

両親共働

き家庭

（ひとり

親家庭を

含む。） 

小学校 

全学年 

両親共働き等により

留守になる家庭で、

祖父母等の家から通

学する場合 

事由の存

する期間

（学年毎

更新可

能） 

勤務証明書及

び児童を保護

する旨の証明

書 

両親で商店等を営業

し、店等から通学す

る場合 

事由の存

する期間

（学年毎

更新可

能） 

 

務証明書又は

営業証明書 

兄弟同一

校 

小学校 

全学年 

兄又は姉と同一校に

指定校変更を希望す

る場合 

卒業まで

（学年毎

更新可

能） 

無し 

その他 小学校 

中学校 

全学年 

その他特別の事情が

ある場合 

教育委員

会が認め

る期間 

教育委員会が

必要と認める

書類 
 

全学年 り親の就業を含

む。）により留守に

なる家庭で、戸田市

在住の祖父母等の家

から通学する場合 

で び児童を保護

する旨の証明

書 

両親（ひとり親を含

む。）が自宅以外の

場所で商店等を営業

し、自宅を留守にす

る家庭で、その商店

等から通学する場合 

学年末ま

で 

勤務証明書又

は営業証明書 

 

別表第４（第４条関係） 別表第４（第４条関係） 

該当事由 対象学

年 

許可基準 許可期間 添付書類 

学年途中

の転出 

小学校 

１～４

学年途中で転居し、

通学に支障がない場

学年末ま

で（更新

教育通知 

該当事由 対象学

年 

許可基準 許可期間

（最長） 

添付書類 

学年途中

の転出 

小学校 

１～４

学年途中で転居し、

通学に支障がない場

学年末ま

で（更新

校長面談終了

書及び建築確

2
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改正前 改正後(案） 

年 合 不可） 

小学校 

５・６

年 

卒業まで 

中学校 

全学年 

卒業まで 

転入の予

定 

小学校 

中学校 

全学年 

自宅の新築若しくは

改築又はマンション

若しくはアパートの

入居等による転入の

予定があり、通学に

支障がない場合 

入居予定

日まで

（年度

内） 

建築確認書

（写）、売買

契約書（写）

又は賃貸借契

約書（写） 

 

 

 

 

 

 

両親共働

き家庭

（ひとり

親家庭を

含む。） 

小学校 

全学年 

両親共働き等により

留守になる家庭で、

祖父母等の家から通

学する場合 

事由の存

する期間

（学年毎

更新可

能） 

 

勤務証明書及

び児童を保護

する旨の証明

書 

両親で商店等を営業 事由の存勤務証明書又

年 合 不可） 認書（写）、

売買契約書

（写）又は賃

貸借契約書

（写） 

小学校 

５・６

年 

卒業まで 

中学校 

全学年 

卒業まで 

転入の予

定 

小学校 

中学校 

全学年 

新たに指定校以外の

学校に就学をするこ

ととなる日からおお

むね６か月以内に自

宅の新築若しくは改

築又はマンション若

しくはアパートの入

居等による転入の予

定があり、通学に支

障がないと学校が認

めた場合 

入居予定

日まで 

建築確認書

（写）、売買

契約書（写）

又は賃貸借契

約書（写） 

留守家庭 小学校 

全学年 

両親共働き（ひとり

親の就業を含む。）

等により留守になる

家庭で、戸田市在住

の祖父母等の家から

通学する場合 

学年末ま

で 

勤務証明書及

び児童を保護

する旨の証明

書 

両親（ひとり親を含 学年末ま勤務証明書又

2
1



改正前 改正後(案） 

し、店等から通学す

る場合 

する期間

（学年毎

更新可

能） 

 

 

は営業証明書 

その他 小学校 

中学校 

全学年 

その他特別の事情が

ある場合 

教育委員

会が認め

る期間 

教育委員会が

必要と認める

書類 
 

む。）が戸田市内

（自宅を除く。）で

商店等を営業し、自

宅を留守にする家庭

で、その商店等から

通学する場合 

で は営業証明書 

避難者 小学校 

中学校 

全学年 

災害等による避難を

している場合 

教育委員

会が認め

る期間 

教育委員会が

必要と認める

書類 
 

 

 2
2



   戸田市立小・中学校安全衛生管理規程の一部を改正する訓令（案） 

戸田市立小・中学校安全衛生管理規程（平成２０年教育委員会訓令第２号）

の一部を次のように改正する。 

様式を別記のように改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令の施行の際、現に印刷されている改正前の様式については、当分

の間、取り繕って使用することができるものとする。 
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第２次戸田市図書館ビジョン

すべての市民の学びを支援し、情報拠点となる図書館図書館の目指す姿

方針１．すべての市民の学びを支援する図書館

図書館を利用する上での障害を減らし、すべての市民が生涯を通じ
て主体的に学ぶことのできる環境の実現を目指します。

主な施策
・ライフステージに応じたサービスの充実（ニーズにあった資料の提供、講座等の実施）
・電子図書館の拡充（非来館貸出、文字拡大、読み上げ機能に対応）
・バリアフリーサービスの実施（録音図書、点字図書、対面朗読、大活字本等）
・来館困難者に向けたサービスの充実（団体貸出、出張貸出、郵送貸出、オンライン講座等）
・日本語を母国語としない人へのサービス（外国語資料の収集、外国語案内の作成等）
・図書館ホームページの充実（情報発信、利用案内、予約・リクエスト等）
・インターネット利用環境の整備、情報格差の解消（デジタル講習会等）
・施設のバリアフリー推進と図書館内外の環境整備
・サービス拠点の検討 ・設備修繕の計画的な実施

方針２．地域の情報拠点としての図書館

地域資料及び行政資料を積極的に収集・保存し、情報提供を行い
ます。また、市民の抱える問題や地域の課題解決のため、専門性の
高いスタッフによるレファレンスサービス（※4）を行います。

主な施策
・地域資料、行政資料の収集と保存、情報提供
・市民の抱える問題や地域の課題解決に役立つ資料の提供とレファレンスサービス
（ビジネス支援、医療情報、介護情報、防災情報等）
・他の図書館、施設等との連携（相互貸借（※5）、レファレンスサービス、広域利用（※6）等）
・利用者と資料を結びつける事業（テーマ展示、ブックリスト（※7）、パスファインダー（※8）等）
・専門的知識のあるスタッフの配置と育成（有資格者の採用、研修機会の確保等）

方針３．子どもの読書を推進する図書館

発達段階に応じたきめ細やかな施策を実施するとともに、図書館、学
校、家庭、地域が連携して読書環境の整備を実施します。

主な施策
■乳幼児保護者向け
・子供連れでも利用しやすい環境の整備（託児サービスの拡充等）
・ブックスタート（※9）事業の継続 ・子育て支援施設等との連携（団体貸出、出前講座等）
・図書館員やボランティアによる読み聞かせ等のイベント
・保護者、保育者、先生向けの講座の実施
■児童青少年向け
・読書活動の促進（読書手帳の配布等） ・図書館利用につながるイベントの開催
・児童コーナー、ＹＡ（※10）コーナーの充実 ・電子図書館の利用促進
・学校との連携（団体貸出、図書室支援、出前講座、職場体験、図書委員との交流等）
・特別な支援が必要な子供に向けた資料の収集と提供

方針４．市民とともに活動する図書館

地域住民、ボランティア、関係団体、民間企業等と協働し、事業を行
います。また、図書館運営協議会や利用者アンケートの意見等を反
映し、より良い図書館サービス実現のため行政と指定管理者が連携
して運営します。

主な施策
・図書館に関わるボランティアの育成と支援
・地域の団体、関係機関等と連携・協力したイベント開催
・図書館施設を活用したイベントの開催（中央図書館1階ロビー等）
・地域の企業等と協働した事業の実施
・公募市民委員を含む図書館運営協議会の開催
・図書館利用者アンケートの実施

図書館の目指す姿
について

図書館を
取り巻く

状況と課題

人生100年時代を迎え、自分らしく豊かに生きるための生涯学習の重要性が高まっています。また、読書バリアフリー法

（※１）が施行され、視覚障害者等の読書環境の整備が推進されています。そのため、ICT （※2）の活用等によりライフステージ

や個別のニーズに応じた学びの機会を提供することが必要です。また、多文化共生社会（※3）として、様々な価値観を持つ
市民が地域の中で共に学び、互いを理解し、支えあえるような地域コミュニティの活性化が求められています。

※計画期間：
令和4年度～令和10年度

年代、性別、国籍の違いや障害の有無にかかわらず、すべての市民が自ら主体的に学ぶことのでき
る環境を作ります。また、質の高い資料を収集、整理、保存し、地域の情報拠点としての役割を果たし
ます。市民と協働して図書館運営に取り組み、地域コミュニティの活性化に寄与します。
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【参考２】用語解説
（※１）読書バリアフリー法…正式名称は「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」。障害の有無に関わらず、すべての人が読書による文字・活字文化の恩恵を受けられるよう

にするための法律。さまざまな障害のある方が、利用しやすい形式で本の内容にアクセスできるようにすることを目指している。
（※２）ICT… Information and Communication Technology（情報通信技術）の略で、通信技術を活用したコミュニケーションを指す。
（※３）多文化共生社会…国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。（総務省：多文化共

生の推進に関する研究会報告書より）
（※４）レファレンスサービス…日常の疑問解決や調査・研究のため，図書館員が図書館の資料や電子情報などを使って、調べものや資料・情報探しの手伝いをするサービスのこと。
（※５）相互貸借…自館で所蔵してない資料を、所蔵している図書館から借りたり、また逆に貸し出したりする制度。
（※６）広域利用…狭義は県南４市（戸田市・蕨市・川口市・草加市）の間で、または本市とさいたま市の間で各市民が相互に図書館を利用できるように結んだ協定のこと。このほか戸田市では
在住・在学・在勤の資格がなくても、隣接する自治体（朝霞市、和光市、板橋区、北区）の住民が利用登録できる。

（※７）ブックリスト…ある基準で選択され、本を薦めたり、紹介するために作られた目録のこと。
（※８）パスファインダー…あるテーマについて調べるときに役立つ基本的な図書資料、情報源、その探し方などを紹介した手引きのこと。
（※９）ブックスタート…ブックスタートは0歳児健診などで、絵本を開く楽しい体験とともに、赤ちゃんに絵本を手渡す活動のこと。戸田市では4カ月健診時に図書館員が実施している。
（※１０）ＹＡ…ヤングアダルト(Young Adult)の略で、子供から大人への転換期にある13歳〜18歳の中高生世代のこと。

戸田市第5次
総合振興計画
はこちら

【参考１】本ビジョンの位置づけと策定体制
本ビジョンは図書館法をはじめとする図書館関連法令等を前提とし、本市上位計画である戸田市第5次総合振興計画及び第4次戸田市教育振興計画に基づき、

今後図書館が取り組むべき内容について整理し、明示したものです。
上位計画に加え、第3次戸田市子どもの読書活動推進計画（令和2年3月）及び第5次戸田市生涯学習推進計画（令和3年3月）、戸田市第3次情報化推進計画（令

和3年3月）、戸田市障がい者総合計画（平成30年3月）等と整合を図りつつ進めてまいります。
計画期間は令和4年度から令和10年度までの7年間とします。
利用者やボランティアを対象としたアンケート、図書館運営協議会での意見聴取を経て、令和４年２月の定例教育委員会で議決され、本ビジョンが策定されました。

進捗管理

本ビジョンで掲げる４つの方針の進捗については、毎年利用者アンケートを行い、市民の満足度や要望を継続的に把握するとともに、指定管理者の実施状況も踏
まえて評価し、PDCAサイクルに基づいて管理していきます。進捗状況は図書館運営協議会で報告し、利用者アンケートの結果や図書館運営協議会の意見等につ
いてはホームページなどで公表します。

第２次戸田市図書館ビジョン 発行・編集：戸田市・戸田市教育委員会 発行年月：令和４年３月
〒３３５－００２１埼玉県戸田市大字新曽１７０７番地 電話：０４８－４４６－７７０３ ＦＡＸ：０４８－４４２－８９８８

中央図書館第１期・上戸田分館第２期

指定管理（R2～R6）
中央図書館第２期・上戸田分館第３期

指定管理（R7～R11）※予定

第2次
ビジョン
策定

第2期
指定管理

選定

第3次
ビジョン
策定

第3期
指定管理
選定

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

第4次戸田市教育
振興計画はこちら

令和2年度
図書館利用者
アンケートはこちら

図書館ホーム
ページは
こちら

また来たいと思わせる図書館に
向けての提言書（平成26年度
文教・建設常任委員会）はこちら
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戸田市郷土博物館ビジョン

「知の拠点」として、あらゆる人に戸田の魅力を発信し続ける博物館

郷土博物館は「市民の教育、学術及び文化の発展に寄与する」ため、昭和５９年に開館し、令和６年には開館４０周年を迎えます。
彩湖自然学習センターは、平成９年に郷土博物館の分館として彩湖のほとりに開館し、令和４年には開館２５周年を迎えます。
両館とも開館以来年数を重ねる中で、施設の利用環境改善や新たな来館者層の開拓が求められているほか、ポストコロナの時代
における「博物館施設」として、進展著しいデジタル技術等を活用した新たな観覧方法・機会の充実や、積極的な情報発信への対応
も求められています。

※計画期間：
令和４年度～令和８年度

「博物館施設」の持つ４つの機能（①調査・研究、②収集・整理・保存、③展示・公開・発信、④教育普及）において、従来型の取組
を進めることはもちろん、デジタル技術等を駆使した新たな観覧方法や学習機会の充実、積極的な情報発信に努めることで、広く
戸田の魅力を発信し続ける「知の拠点」としての役割を果たしていきます。

戸田の歴史や自然について蓄積していく「知の拠点」となる施設として、郷土戸田に関する調査・研究をさらに
進めていきます。

主な取組
・専門性が求められる学芸員及びアーキビストの確保など、職員体制の充実を図る
・継続的、計画的に調査・研究に取り組むとともに、外部機関の研修などに積極的に参加することにより、学芸員等のスキル向上
を図り専門性を高める

・他博物館や関係機関などと連携を図り、外部の研究成果を積極的に活用する
・庁内他課事業との連携（戸田ヶ原自然再生事業など）を積極的に進める

郷土戸田の歴史・文化や自然について次世代へとつなげるため、資料の収集・整理・保存に努めていきます。

主な取組
・限りある収蔵スペースを最大限活用するため、資料の整理及び収蔵環境の維持・改善に取り組む
・収蔵資料のさらなる充実を図るため、寄贈などによる地域の資料の適切な受入れに一層努める
・市の歴史を跡付ける史料となる「歴史的公文書」をはじめ、地域に残された史料の収集・整理・保存に継続して取り組む
・収蔵品管理システムにより、収蔵資料の適切な管理を行うとともに、収蔵資料情報の公開の充実（公開対象資料の拡大）を図る

歴史・民俗分野と自然分野にわたる「総合博物館」として、魅力ある展示・公開の事業を行うとともに、戸田市民
の財産として広く発信していきます。

主な取組
・戸田に関わりのあるテーマを広く求め、日頃接する機会がない貴重な資料なども紹介する特別展、企画展を開催する
・博物館の調査・研究活動に基づいた成果を市民などに還元する特別展、企画展を開催する
・ロビー展などの小規模展示を活用し、調査・研究活動成果の定期的な公開・発信を図る
・『研究紀要』などの刊行物により、調査・研究の成果を広く公開・発信する
・常設展示など各種展示の見どころを分かりやすく伝える動画コンテンツの充実を図る
・収蔵資料や市内文化財などの情報のデジタル化を進め、デジタルミュージアムとして広く発信する
・常設展示における音声ガイド（視覚障害者対応、多言語対応含む）の検討など、展示情報の一層のバリアフリー化に取り組む
・学芸員による展示解説（常設展、企画展、特別展など）を実施し、成果をわかりやすく伝える
・彩湖周辺の自然環境や生き物の魅力を紹介する動画配信の充実を図る
・国（荒川上流河川事務所）や民間企業などとの連携による展示、イベントの充実を目指す
・市内公共施設などを会場とした写真パネル展示の充実を図る

生涯学習に資する社会教育施設として、教育普及活動に積極的に取り組んでいきます。

主な取組
・博学連携事業として、小３及び小６の博物館授業（来館方式やオンライン方式）、出張授業支援、資料貸出などを一層推進する
・博学連携事業として、小３の彩湖自然学習センター授業、彩湖サイエンスサポートプログラムなどを一層推進する
・郷土博物館活用検討委員会、彩湖自然学習センター活用検討委員会、博学連携を考える研修会の活動により、博学連携事業
の一層の充実を図る

・小・中学校教職員の施設体験研修の受入れを行う
・子供向け教育普及活動に携わる博物館ボランティアの育成を図る
・「体験型学習」の特性を活かした講座の一層の充実を図る
・文化財保護事業の一環である文化財講座の一層の充実を図る
・大学学芸員課程の博物館実習の受入れを行う

郷土博物館
（彩湖自然学習センター）

を取り巻く現状と課題

郷土博物館
（彩湖自然学習センター）

の目指す姿

郷土博物館
（彩湖自然学習センター）

の目指す姿について

機能１．調査・研究

機能２．収集・整理・保存

機能３．展示・公開・発信

機能４．教育普及

【戸田市郷土博物館ビジョンの位置づけ】
本ビジョンは、博物館法をはじめとする博物館関連法令及び郷土博物館基本構想（昭和５８年７月制定）を前提とし、本市上位・関連計画である戸田市第５次総合振興計画、

第４次戸田市教育振興計画、第５次戸田市生涯学習推進計画等に基づき、今後郷土博物館が取り組むべき内容について整理し、明示したものです。戸田市立郷土博物館協議

会での意見聴取を経て、令和４年２月の戸田市教育委員会定例会で議決され、本ビジョンが策定されました。計画期間は令和４年度から令和８年度までの５年間です。

【進捗管理】
本ビジョンで掲げる「博物館施設」の持つ４つの機能における取組の進捗については、市行政評価におけるＰＤＣＡサイクルに基づいて管理していきます。進捗状況は、戸田市

立郷土博物館協議会で報告し、同協議会の意見等についてはホームページ等で公開します。

戸田市第５次
総合振興計画
はこちら

第４次戸田市
教育振興計画
はこちら

第５次戸田市
生涯学習推進
計画はこちら

郷土博物館
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
はこちら

彩湖自然学習
ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
はこちら

戸田市郷土博物館ビジョン 発行・編集：戸田市、戸田市教育委員会 発行年月：令和４年３月 〒335-0021埼玉県戸田市大字新曽1707番地 電話：048-443-5600 ＦＡＸ：048-442-898841

15172
フリーテキスト
議案第１３号



資料 ＮＯ．１ 
 
 
 
 
 
 

教育委員提案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年第２回教育委員会 (定例会 ) 

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ７ 日 （ 木 ） 

戸 田 市 役 所 ３ 階  教 育 委 員 室 

 



１ 教育委員提案 
ページ 

 
① 令和４年度埼玉県公立高等学校入学者選抜における配慮（新型コロナウイルス対応）について 
（長道委員）････････････････････････････････････････････････････････････････････････１ 
（教育政策室） 

 
② 不登校児童生徒等のオンライン学習と登校の取扱いについて（長道委員）･････････････････４ 
（教育政策室） 

 



1
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【生徒用】フローチャート

2



【中学校教員用】フローチャート

3



4



5



6



義務教育段階における登校の取扱いに関するフローチャート

7



資料 ＮＯ．２ 
 
 
 
 
 
 

報告事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年第２回教育委員会 (定例会 ) 

令 和 ４ 年 ２ 月 １ ７ 日 （ 木 ） 

戸 田 市 役 所 ３ 階  教 育 委 員 室 

 



１ 報告事項 
ページ 

 
① 戸田市立小・中学校令和３年度卒業式及び令和４年度入学式等の参列者について･･････当日配付 
（学務課） 

 
② 令和３年度小・中学校児童生徒プレゼンテーション大会の実施について･･･････････････････１ 
（教育政策室） 

 
③ 令和３年度「子ども大学とだ」実施結果について･･･････････････････････････････････････２ 
（生涯学習課） 

 
④ 令和３年度「第４５回公民館まつり」について･････････････････････････････････････････６ 
（生涯学習課） 

 
⑤ 市民大学認定講座・現代課題講座２の開催について･････････････････････････････････････７  
（生涯学習課） 

 
⑥ その他 



月/日 曜日 時　　刻 月/日 曜日 時　　刻 月/日 曜日 時　　刻

戸田第一小 3月23日 水
第1部　午前9時00分
第2部　午前11時20分 4月11日 月

第1部　午後0時30分
第2部　午後2時00分 4月8日 金 午前8時30分

戸田第二小 3月23日 水
第1部　午前9時00分
第2部　午前10時30分 4月11日 月

第1部　午後1時20分
第2部　午後2時40分 4月8日 金 午前8時45分

新 曽 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月
第1部　午後1時30分
第2部　午後3時10分 4月8日 金 午前8時45分

美 谷 本 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月 午後2時00分 4月8日 金 午前8時40分

笹 目 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月 午後2時00分 4月8日 金 午前8時50分

戸 田 東 小 3月23日 水
第1部　午前9時00分
第2部　午前11時00分 4月11日 月

第1部　午後2時00分
第2部　午後3時15分 4月8日 金 午前9時00分

戸 田 南 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月 午後2時00分 4月8日 金 午前8時40分

喜 沢 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月 午後2時00分 4月8日 金 午前8時45分

笹 目 東 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月 午後2時00分 4月8日 金 午前8時40分

新 曽 北 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月 午後2時00分 4月8日 金 午前8時30分

美 女 木 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月
第1部　午後1時30分
第2部　午後3時00分 4月8日 金 午前8時40分

芦 原 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月 午後2時00分 4月8日 金 午前8時45分

戸 田 中 3月15日 火 午前9時30分 4月8日 金 午後1時30分 4月8日 金 午前9時00分

戸 田 東 中 3月15日 火 午前9時30分 4月8日 金 午後1時30分 4月8日 金 午前8時50分

美 笹 中 3月15日 火 午前9時30分 4月8日 金 午後1時30分 4月8日 金 午前9時20分

喜 沢 中 3月15日 火 午前9時00分 4月8日 金 午後2時00分 4月8日 金 午前8時40分

新 曽 中 3月15日 火 午前10時10分 4月8日 金
第1部　午後1時30分
第2部　午後3時10分 4月8日 金 午前8時55分

笹 目 中 3月15日 火 午前9時20分 4月8日 金 午後2時00分 4月8日 金 午前9時00分

　　※　時刻は、開式の時刻です。

戸田市立小・中学校 令和3年度卒業式及び令和4年度入学式等日時一覧表

学　校　名
令和3年度卒業式 令和4年度入学式 令和4年度

前期・第1学期始業式

令和4年2月15日 現在
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１　小学校の卒業式・入学式

№ 学　校　名

1 戸 田 第 一 小 学 校 参事 星野　正義 教育政策室指導担当課長

2 戸 田 第 二 小 学 校 教育委員 浜田　美咲 学務課長

3 新 曽 小 学 校 教育委員 木村　雅文 参事

4 美 谷 本 小 学 校 教育委員 長道　修 教育部長

5 笹 目 小 学 校 教育政策室指導担当課長 田野　正毅 教育委員 浜田　美咲

6 戸 田 東 小 学 校 学務課長 片岡　昭博 教育総務課長

7 戸 田 南 小 学 校 教育部長 山上　睦只 教育委員 木村　雅文

8 喜 沢 小 学 校 次長（教育政策室長） 佐藤　尚子 生涯学習課長

9 笹 目 東 小 学 校 学校給食課長 小須田　始 教育長 戸ヶ﨑　勤

10 新 曽 北 小 学 校 教育長職務代理者 仙波　憲一 教育委員 長道　修

11 美 女 木 小 学 校 教育長 戸ヶ﨑　勤 教育長職務代理者 仙波　憲一

12 芦 原 小 学 校 教育総務課長 粟津　典浩 次長（教育政策室長）

２　中学校の卒業式・入学式

№ 学　校　名

1 戸 田 中 学 校 教育部長 山上　睦只 教育委員 長道　修

2 戸 田 東 中 学 校 教育長職務代理者 仙波　憲一 教育委員 浜田　美咲

3 美 笹 中 学 校 参事 星野　正義 教育長 戸ヶ﨑　勤

4 喜 沢 中 学 校 教育委員 長道　修 教育委員 木村　雅文

5 新 曽 中 学 校 教育委員 浜田　美咲 教育部長

6 笹 目 中 学 校 教育長 戸ヶ﨑　勤 教育長職務代理者 仙波　憲一

３　市長が参列する学校

令和4年3月15日（火）　午前 令和4年4月8日（金）　午後

戸田東中学校 喜沢中学校

卒業式 入学式

令和4年3月23日（水）　午前 令和4年4月11日（月）　午後

戸田第二小学校 戸田南小学校

戸田市立小・中学校　令和3年度卒業式・令和4年度入学式参列者一覧
令和4年2月15日 現在

卒業式　　令和4年3月23日（水）　午前 入学式　　令和4年4月11日（月）　午後

卒業式　　令和4年3月15日（火）　午前 入学式　　令和4年4月8日（金）　午後



令和３年度 戸田市小・中学校児童生徒 

プレゼンテーション大会の実施について 

                                               
開催方法：オンライン配信 

配信日時：令和４年１月２２日（土）１３：００～ 

                             令和４年２月１３日（日）終日 

 
１ 申込人数 

児童生徒  
保護者  
一般  

教育  
関係者  

来賓  計  

１０名  １３２名  ８１名  ２４名  ２４７名  
〈他県・他市町の視聴者〉 

・  岡山県教育委員会 

・  岡山県真庭市教育委員会 

・  埼玉県三郷市教育委員会 

・   福島県西会津町教育委員会 

・   栃木県那須町教育委員会 

・   栃木県那須塩原市教育委員会 

・   兵庫県洲本市教育委員会 

 
２ 内容  

（１） 開会  審査員・教育長挨拶 

（２） プレゼン動画放映 小学生の部  

中学生の部 

（３）スペシャルデモンストレーション放映     

株式会社新閃力 

尾崎 えり子 様  

（４）審査結果発表 

（５）各審査員による講評 

（６）閉会 

 

３ 結果 

金賞  芦原小学校   

 戸田東中学校   

銀賞  美女木小学校  戸田第二小学校  

 新曽中学校   

銅賞  戸田第一小学校  新曽小学校    戸田東小学校  

 美笹中学校   

 
４ その他 

  「Education Weeks」期間中に市内全教職員が動画を視聴  

1
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１ 実施体制 

 

２ 事業内容 

開催期間 令和３年１２月２５日～令和４年１月１０日（動画配信期間） 

参加者数等 定員 ※動画の自由視聴 応募者数 ※動画の自由視聴 

 参加者数 ※動画の自由視聴 修了者数 ※修了設定なし 

 動画視聴回数 338 回(延べ再生回数)   

 

３ 実施内容 

No.１ 再生時間 3 分 25 秒 写真 

 

 

開
講
式 

再生回数 42 回 

講義名 「子ども大学とだ」学長からのメッ

セージ 

出演 戸田市教育委員会教育長 

戸ヶ﨑 勤 

No.２ 再生時間 43 分 34 秒 写真 

 

 

生
き
方
学 

再生回数 64 回 

講義名 楽しくて ためになる そろばん 

講師 そろばんｕｓａ代表 

髙栁 和之 先生 

 

 

 

 

 

令和３年度 子ども大学とだ 

学長 戸田市教育長 戸ヶ﨑 勤 

所管課 戸田市教育委員会 生涯学習課 

（事務局） 生涯学習課 新曽公民館 

令和３年度 子ども大学とだ 実施報告書 

学長あいさつ 

そろばんの歴史。 

そろばんをやるとどうなるの？ 

2
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No.３ 

再生時間 ①19 分 12 秒 ②12 分 35 秒 

③21 分 17 秒 ④15 分 19 秒 

⑤10 分 21 秒 ⑥19 分 52 秒 

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は
て
な
学 

ふ
る
さ
と
学 

再生回数 ①42 回 ②26 回 ③26 回 

④26 回 ⑤31 回 ⑥32 回 

講義名 パソコンと地図を使って戸田市の

ことを調べてみよう（地理情報シス

テムアプリ“GIS”の活用） 

 

①【１時間目：GIS とは？】 

GIS はとっても便利！こんなこと

に使われているよ。 

②【２時間目：戸田市は高齢化？】 

GIS を使って身の回りのことを考

えてみよう！ 

③【３時間目：コンビニエンススト

アってどんなところにあるの？

（戸田市内）】 

GIS で情報を重ねていくと見えて

くるものとは！？ 

④【４時間目：駅の近くに住んでい

る？（戸田市内）】 

条件を組み合わせた分析は、GIS

の得意技！ 

⑤【５時間目オリンピック会場を回

ってみよう（東京 23 区内）】 

実は神業！？GIS を使ったルート

検索。 

⑥【６時間目：青山学院大学オンラ

インキャンパスツアー】 

青山・相模原キャンパスを紹介し

ます。 

講師 青山学院大学経済学部教授 

髙橋 朋一 先生 

 

 

 

 

大学の本格的（ほんかくてき）な講

義を体験してみよう。学んだことを

使って、「戸田市」を調べ、青山学

院大学オンラインキャンパスツアー

を楽しもう。 
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No.４ 再生時間 39 分 37 秒 写真 

 

 

 

 

 

 

生
き
方
学 

再生回数 49 回 

講義名 『論語』のことばで楽しもう！ 

講師 大東文化大学地域連携センター 

打越 竜也 先生 

 

４ 新型コロナウイルス感染症対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は新型コロナウイルス感染症への対策として、会場集合型講座ではなく、講演を収録した動画

を市公式 YouTube にアップし、動画公開期間中に視聴者がアクセスする方法で初めて実施した。事前

申し込み制ではなく、市内小学校を通じて、対象者の保護者にオンラインメッセージを送信し、事業

周知を行った。当該メッセージに付された各動画の QR コードを読み込むことで、動画にアクセスで

きる方式とした。 

今も心に残り、大切にされている孔子

の言葉の数々を、やさしく楽しく学び

ます。特別ゲストの出演あり！？ 
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５ アンケート結果（Web 上） 

視
聴
し
た
児
童
の
声
（
感
想
等
） 

＜平均評価点（100 点満点中 10 点刻みで、講座の満足度を評価）＞ 

93 点 

＜そろばん＞※内容が「良かった」と評価した率 100％ 

そろばんってすごいなと思った。そろばんをやってみたくなった。そろばんがすごく早くて

びっくりした。 

＜GIS＞※内容が「良かった」と評価した率 75％ 

GIS をつかうといろいろなことがわかることにおどろいた。くふうをすれば自由研究にも使

えそうな気がしたので、試してみたい。ちょっと難しかった。 

＜論語＞※内容が「良かった」と評価した率 100％ 

細かいことまで知れてよかった。数字で表されていて、具体的だった。例えが実演されてい

てわかりやすかった。孔子の考え方はためになると思った。孔子の考えをいかし、勉強を頑

張っていきたいと思った。漢字がにがてだけど楽しかった。 

＜動画配信での実施について＞ 

少し黒板、ホワイトボード等の文字が読みずらかった。好きな時間に家で見られたので、と

てもよかった。むずかしかった。 

＜「子ども大学とだ」について＞ 

①本事業の事前認知度：0％ 

②今後の本事業参加意欲：100％  

③今後の実施希望内容：将来役に立つこと。学校では学べないこと。 

本当の大学に行ってみたい。 

【回答者属性】小学校４年生 25％、５年生 50％、６年生 25％ 

       下戸田地区 25％、上戸田地区 25％、新曽地区 25％ 
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１、オンライン開催の経緯 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止により、「第４４回公民館まつり」は中止

となった。令和３年度も従来の集客型としての開催ではなく、初の試みでとなる、作品の動

画配信での開催が公民館まつり実行委員会により決定した。 

 

２、配信概要 

 

３、参加希望作品 

 

 

 

 

 

４、その他 

 周知については、広報戸田市２月号で特集ページ（１ページ分）をもって掲載し、さらに

公民館まつりのホームページに、手軽にアクセスできるようＱＲコードも掲載した。また、

公民館まつり参加希望に関わらず、全ての公民館育成サークル名を載せ、同じページに２月

～３月にかけて実施するサークル体験会の記事も併せて掲載することで、公民館育成サーク

ル支援も効果的に行えるような工夫をした。 

 

視聴方法 市公式 YouTube から視聴 

配信開始 令和４年２月１６日から 

参加を希望した育成サークル数 １６団体 

令和３年度 「第４５回公民館まつり」について 

油絵、藍染、絵手紙、ヨガ、南米楽器、クラシックギター 

陶芸、ウクレレ、書道、生花、歌（歌謡）、料理、フラダンス 
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市民大学認定講座 
 

 
 

 

 

～人生１００年時代の到来は、人の生き方、働き方などライフスタイルを大きく

変えようとしています。従来のような直線的なステージではなく、「広げる」

「絞る」を繰り返すマルチサイクルな人生に変化しています。この機会に、自

分らしいキャリアを考えてみませんか。～ 
 

日  時 内  容 講  師 

３月 1２日（土） 

午後2時００分

～3 時３0 分 

「人生１００年時代」においては、定年後、

あるいは育児・介護終了後も経済状況や健康

状態を踏まえながら、自律的に人生を設計す

ることが求められています。何を設計・選択

していけばいいのかヒントをさしあげます。 

学校法人杏林学園事務局 

副部長 米津 哲也 氏 

（国家資格ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

場   所   戸田市文化会館３０４会議室 

対象・定員  市内在住・在勤・在学者  

・会場での受講 ６０名                  

      ・オンライン配信（zoom での当日生配信）による受講 １００名 

      ・オンデマンド配信（講座終了後、市公式 YouTube で動画を配信）による受講 

（期間限定・申込者限定公開。定員なし） 

認定単位数  １単位 

お申し込み ・２月４日（金）8 時３０分から申込み受付を開始します。 ※費用無料・先着順。 

右下の二次元コードからお申込みください。電話・メ－ル・FAX でお申込みの際

は、講座名・氏名・年代・電話番号・受講方法（会場参加または動画視聴）を明

記してください。 

・動画視聴をご希望の方には、お申込みいただいたメールアドレス宛に視聴に必要

な情報をお送りします。動画の録画や二次使用は禁止します。 
 

持 ち 物   筆記用具、市民大学受講票（持っていない人は希望により配布します。） 

 

【お申込み・お問合せ先】 

戸田市民大学事務局 （教育委員会 生涯学習課） 

電 話 048－441-1800（内線 342、308） 

ＦＡＸ 048－432-9910 

メール kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp 
申込みはこちら 

生涯学習マスコット 

マナビィ 

《現代課題講座２》 

人生１００年時代の自分らしいキャリアを考える 

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、講座の開催が中止・延期となる可能性があります。 

市民大学認定講座・現代課題講座２の開催について 
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